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３ 構造改革特別区域の範囲 

 北秋田市の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

（１）位置、地勢 

 本市は、秋田県の北部中央に位置し、面積は１，１５２．５７㎢と

秋田県全体の約１０％を占めている。しかし、山林等の占める比率が

高いため、可住地面積は１３．０％程度にとどまっている。また、県

都秋田市から北東へ約６０㎞、東は大館市・鹿角市、西は能代市など

県内主要都市に隣接しており、中心部である JR 鷹ノ巣駅からの距離

は、大館市が約１７㎞、能代市・鹿角市が約３０㎞となっている。 

 市北部を横断する米代川中流部の鷹巣盆地を中心として、この盆地

と米代川の支流である阿仁川や小阿仁川等の河川の流域に市街地や

集落が点在しており、また、優れた農地を形成している。 

 市の中央部には花の百名山と名高い県立自然公園である森吉山が

勇壮にそびえ、春夏の高山植物や秋の紅葉、そして冬は樹氷に彩られ、

豊かな自然のシンボルとなっている。 

 

（２） 気候 

 本市は、内陸性で年較差が激しく、冬季は低温で山間部は積雪量が

（略） 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

 北秋田市の地域の一部（旧阿仁町） 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

（１） 位置、地勢 

 旧阿仁町は、秋田県の中央山岳部にあり、昭和４３年に県立自然公

園に指定された阿仁川の上流にそびえる標高１，４５４ｍの森吉山の

西麓と南麓に位置する。この森吉山の標高１，１００ｍ以上にはアオ

モリトドマツ、山麓一帯にはブナの原生林が多く、日本の滝１００選

の２位となった安の滝や国指定特別記念物桃洞杉、佐渡杉の原生林が

存在する。町の区域は、東西の長さ２２ｋｍ、南北の長さ２３ｋｍ、

総面積３７１．９２㎢と広大で、その９６％が森林の急峻な山岳地帯

である。 

 集落は、８００～１，０００ｍ級の山々に囲まれた町の中央を南北

に流れる阿仁川沿いに点在し、県の中心市街地秋田市までは約９０ｋ

ｍ、郡内の中心市街地大館市までは５０ｋｍと離れている。 

 

 

（２） 気候 

気候は、県下でも有数な豪雪地帯で東北地方の日本海側によくみら



多いため、森吉地域、阿仁地域は特別豪雪地帯に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 人口           

 本市の人口は、昭和３０年国勢調査の６７，２１４人をピークに

年々減少の一途にあり、平成２２年国勢調査においては、３６，３８

７人と５５年間で３０，８２７人の減となり、４５．９％の減少率と

なっている。 

 年齢階層別人口は、１４歳以下の年少人口は３，５８１人（９．

９％）、１５歳から６４歳の生産年齢人口は１９，５３０人（５３．

７％）、６５歳以上の老年人口は１３，２４８人（３６．４％）とな

っており、特に年少人口比率はこの１０年間で２，６％減少、老年人

口比率はこの１０年間で７．５％上昇するなど、少子化・高齢化が急

激に進展している状況にある。 

 

 

 

 

れる内陸型山地気候ともいうべき状況を見せており、海岸部より降水

量が多く、森吉山山系を背景にして夏は高温多湿、冬は大陸からの北

西の寒気団が流れ込むために１１月下旬から３月中旬までの４ヶ月間

は降雪期となる。 

 このような湿潤の気候は、スギの生育を助け、また、夏の高温、雪

解け水や多雨に恵まれて水が豊かであるから水稲の栽培に適し、稲作

を中心とする農業を発展させてきた。 

 

（３） 人口及び産業の推移と動向 

 旧阿仁町の人口は、昭和３５年の２，１００世帯１１，３３９人を

ピークに年々減少の一途にあり、平成１２年の国勢調査においては、

１，５２０世帯４，４４３人と４０年間で５８０世帯６，８９６人の

減となり、６０．８％の人口減少率となっている。 

 年齢階層別人口は、年少人口（１４歳以下）４６９人、生産人口（１

５歳～６４歳）２，３０５人、老齢人口（６５歳以上）１，６６９人

で、年少人口は８８．８％の減少率で総人口の減少率を大きく上回っ

ており、反面老齢人口は３倍を超え、構成比３７．６％は全国１７．

３％、秋田県２３．５％を大きく上回る高齢化率県内一となっている。

これは、地元での就労の場がないため、年々若年層の町外流出が増大

したことにより、出生数の急激な減少となって表われ、過疎化と高齢

化に拍車をかけている。 

 残念ながらこの傾向は、今後も続くものを思われ人口推計によると

２０１０年には、約３，５００人程度まで減少すると予測されている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 産業 

平成２２年の国勢調査の産業別就業者数は、就業者総数が１６，４

００人で、第１次産業２，０４６人、第２次産業４，５８２人、第３

次産業９，７７２人となっており、平成１７年の就業者総数（１８，

７００人）と比較して２，３００人（１２．３％）減少している。 

比率でみると、第１次産業と第２次産業が県平均に比べ高く、第３

次産業の比率が低いという特徴がみられる。 

 平成１２年国勢調査の産業別就業者数は、就業者総数が１，９１３

人で、第１次産業３５２人、第２次産業６９７人、第３次産業８６４

人となっており、昭和３５年３，０５６人であった就業人口と比較す

ると５９．７％の減少率となっている。産業別の比率を見ると第１次

産業が減少し、第３次産業が増加傾向にあるが、全国、県平均からす

ると依然として第１次産業の占める割合が高い。 

 平成１３年度の本地域の１人あたりの所得水準について、１，６４

５千円と県平均の６８．５％で県下でも最も低位にある。 

 これは、鉱山の閉山や山間地特有の生産基盤の劣悪に加え、高齢化、

零細性、過疎化などマイナス的要因にあるが、現在、基幹産業である

農林業を守り育てようと、意欲的な担い手が育ち始めており、収益性

の高い戦略作物に取り組んでいる一方、地域固有の自然、歴史文化を

活用した観光事業にも積極的に取り組んでおり、現在緩やかではある

が、明るい傾向が見え始め、観光振興による地域産業の活性化に期待

を寄せている。 

 

（４） 伝統文化と地域づくり 

 旧阿仁町は、昭和３０年４月に阿仁合町大阿仁村が合併して誕生し

た町で、鉱山という鉱工業技術文化とマタギという狩猟の伝統文化に

より他の地域とは異質な社会を形成してきた。 

 鉱山は、延慶２年（１３０９年）に阿仁金山が開発されて以来、相

次いで銀、銅が発見され、藩政時代の享保年間には産銅日本一を記録

している。維新後の官営時代には、政府の積極的な多額の投資や外国



 特に農業離れの進行は顕著で、平成１２年から平成２２年までの１

０年間で、農家戸数は１，２４５戸（３９．８％）、農業就業人口は

１，２６８戸（３０．０％）とそれぞれ減少している。 

 本市の農業は、気候風土にあった稲作、畑作、果樹、畜産等の振興

を図りつつ、食料供給地として、地域経済の発展に大きく寄与してき

たが、兼業化と農業従事者の高齢化による担い手不足による農家戸数

の減少が続いている。今後は、本市農業の基幹作目である稲作を中心

に、野菜、果樹、花卉、肉用牛、乳用牛等を組み合わせて、合理的複

合経営で農業生産性の向上を図るとともに、農業の効率化と更なる発

展を図るため、集団化や法人化による後継者の育成や新規就農者を受

け入れる体制づくりを進めなければならない。また、比内地鶏をはじ

めとする地域特産品のブランド化の推進、加工食品の創出など、農産

物を活用した地域産業の振興とグリーンツーリズムを振興し、都市と

農村の交流を一層促進する必要がある。 

 あきた北空港を擁する本市は、秋田県北部の空の玄関口となってお

り、年間１０万人以上の人が利用している。また、平成２９年度には

日本海沿岸東北自動車道が共用開始となる予定であり、これまで以上

に首都圏や大都市圏と直結した交流の機会が増加することが予想さ

れ、その役割も一層高まるものと期待されている。 

 こうした好条件を活かして、都会にはない農山村の空間を利用した

グリーンツーリズムや中山間地域の資源を活かしたアグリビジネス

の展開、さらには観光振興を図るための広域的な観光ネットワークの

形成などを図っていかなければならない。 

技術の導入などがあり、県北有数の繁栄を極めた町でもある。又、中

央との交流や異国人の到来などで文化の伝来も早く、優れた人材輩出

の土壌が培われている。その鉱山も時代の流れで昭和４５年閉山を迎

えた。現在は、当時の文化の伝承する資料館と鉱山技師により建設さ

れた国の重要文化財に指定されている異人館を併設し、観光施設とし

て多くの人が訪れている。 

 マタギは、古い伝説と独特の信仰を継承してきた狩人の集団のこと

で、当地域が発祥の地である。当地域に存在するマタギ集落は、当時

高い山巓に囲まれた谷奥や狭隘な盆地に位置しており、道路が整備さ

れる前はけわしい峠を越えなければ入ることのできない隔絶した山村

であり、古くから伝統猟法によって捕獲した狩猟物、採集した林産物

及び農産物の消費・行商によって生計をたててきた。このマタギ文化

は、産業構造、森林環境の変化によって、その生活基盤が大きく変わ

り衰退の一途にあるものの、現在も一部では世代を越え受け継がれて

いる。 

 マタギ発祥の地として、これまで、映画「マタギ」「イタズ」の制作

舞台となるなどし、マタギ、熊の町として広く県内外に知られるよう

になり、町の標語「北緯４０度 マタギの里 あに」にあるように、

この誇り高き文化を大切にしてきている。平成９年には、マタギの里

整備計画を策定し、熊牧場を核として、区域内の整備を積極的に進め

てきている。 

 今後更に、森吉山の広大な緑の中、「マタギの里」に自然資源、伝統

文化を最大限に活用した、人が自然の一部である事を体感でき、人々



 商工業については、我が国の景気は緩やかに回復しつつあるとはい

うものの、地方ではリーマンショック以降の長引く景気の低迷や郊外

型大型店舗進出による地元商店街からの客離れの影響等もあり、工業

については、平成１２年から平成２２年までの１０年間で事業所数は

５３箇所（３４．２％）、従業者数は１，１８３人（３４．１％）、製

造品出荷額は９１億円（２５．６％）の減少、小売業については、平

成１４年から平成２４年までの１０年間で、商店数は１５０店（２７．

１％）、従業者数は１４０人（６．３％）の減少となっている。 

 商店街の活性化については、『憩い』、『交流』、『賑わい』を基本コ

ンセプトにした施設の建設や老朽化したアーケードの改築等により、

中心市街地の賑わい再生に関係機関を挙げて取り組んでいるところ

である。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

 「花の百名山」で知られる森吉山県立自然公園には、トレッキング

やゴンドラを利用した夏山、紅葉、樹氷鑑賞などのほか「安の滝」「桃

洞滝」等の名瀑群や「クマゲラの森」「桃洞・佐渡の杉原生林」等の

原生的森林など、四季折々の自然との触れあい、「マタギ」や「民族

芸能」など地域固有の文化との出会いなど良好な観光素材が多数存在

していることから、その周辺一帯は一般観光客から本格的なトレッキ

ング・登山客まで幅広く対応できるエリアとなっている。また、平成

１７年３月には本市阿仁地域が「阿仁マタギ特区」として認定され、

米（自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定める

の心身安らぐ場としての整備を図り、人々の往来が活発化され、その

波及効果として、地域全体の地場産業が再興の道へ進む魅力ある山村

建設の実現を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

１）山間地域の生活と文化（マタギに代表される採集文化）の現状 

本地域は古くから伝統猟法によって捕獲した狩猟物、農林水産物

の消費・販売を主軸に生計をたててきた。すなわち、旧来のマタギ

集落（コミュニティ）は、農繁期における耕作（田畑）、農閑期にお

ける農林水産物（山菜、キノコ）の製造および冬期の狩猟等、季節

的・地域的分業により、高い自給率を維持するとともに、採集物・

生産物の販売による外貨の獲得を得てきた。このような栽培文化と

採集文化に大別される伝統的社会形態は、結果的に自然環境との共

生・共死関係を維持してきた。 



ものに限る。）を原料として特定酒類（その他の醸造酒（以下「どぶ

ろく」という。））の製造、提供が可能となり、この有益性を最大限活

用した新たな観光資源としてのマタギ文化の伝承と活用を図ってい

る。 

 しかし、近年の観光ニーズの多様化、広域化が進むなかで、当市の

多種多様な資源の活用に向けた取組は、それぞれ分散的に行われてき

たため、一体的、効果的な PR 等ができておらず、その認知度は必ず

しも高いとは言えない状況となっている。また、受入態勢や二次アク

セス整備の遅れもあり、世界遺産白神山地、十和田・八幡平国立公園、

田沢湖や角館の武家屋敷群といった県内の大型観光地のついでに訪

れるといった典型的な通過型の観光地となっている。 

 先に行った市民意識調査では、市民が誇れるものとして「自然」が

高評価を得ている。そのため、平成２５年度から特に森吉山エリアを

中心とした観光振興を図るため、森吉山スキー場や森吉山ビジターセ

ンター（仮称）の整備による観光基盤の拡充とともに、一年を通して

楽しめる様々な体験型メニューの開発、統一的なイメージによるブラ

ンドの確立、観光案内人の育成やネットワーク化によるホスピタリテ

ィの向上などに取り組むことにより、「いつでも」「だれでも」気軽に

楽しめる滞留型観光の拠点化を目指すこととして、秋田県との協働に

より「まるごと森吉山観光振興プロジェクト」に取り組んでいる。 

 また、平成２６年１月には、当市を会場に第９回全国どぶろく研究

大会が開催される予定となっている。本研究大会は全国の特定酒類の

製造者及び関係者等が一堂に会し、各特区認定地区の特定酒類製造の

 しかし、産業革命以降の産業構造・森林環境の激変、狩猟活動へ

の一元的制約は、地域経済の衰退、狩猟者の減少と採集文化に裏打

ちされた人と自然と一体化した伝統的山村社会の崩壊を惹起するこ

ととなった。また、木材需要の低下等による基幹産業である農林業

の衰退、新規産業として期待されている観光産業の伸び悩みは、地

域経済の低迷を助長し、当地域における高齢化・過疎問題をより一

層深刻なものとし、住民の自信を喪失させている。 

 

２）山間生活文化を素材とした観光産業の育成を機軸とした地域振

興の具体化 

近年山村農村と都市部を有機的に結びつける交流形態として、エ

コツーリズムやグリーンツーリズムが注目されている。本地域にお

いてもインタープリター養成（インタープリター（説明・理解・通

訳（誰かに自然の事を伝える人））によるネイチャーガイドを中心と

したエコツーリズムが徐々に実用化されつつあり（インタープリタ

ースキルアップ事業）、安の滝（日本の滝百選）や阿仁スキー場ゴン

ドラ運行にともなったガイドプログラムに加え、マタギと歩く・学

ぶ体験プログラムも開発されつつある。また、農家による農業体験

プログラムも地域有志により具体化されてきている（グリーンツー

リズム推進事業）。今後両者の組み合わせ（たとえば離れた箇所に存

在する自然体験ガイドプログラムの途中で、農業体験プログラムを

組み入れる等）による、より質の高い旅行プログラムの提供、受け

入れ基盤の整備による具体的な地域振興が図られる。 



状況、活用方法、地域への波及効果等について意見・情報交換を行う

ことで相互の理解を深め、都市と農山漁村交流を活発にすると共に、

地域の活発化を図るために開催されることから、これを契機に特別区

域を市の全域に拡大し、１件に留まっている既存の製造事業者はもと

より、新たな製造事業者の開業を促進することで、地域の活性化に大

きく寄与するのみならず、魅力の再発見、ひいては農村地域・住民の

自信と誇りにつながるなど、様々な相乗効果が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）地域のアイデンティティ再生 

 地域経済の地盤沈下や山間生活文化（栽培・採集文化）に対する

一面的な理解が、本地域の過疎化に大きく影響しているとともに、

地域住民の自信を喪失させかねない現状を招いている。そこで、地

域情報を積極的に発信、交流人口増大、エコツーリズム・グリーン

ツーリズム等地域密着型観光を通じて、山間生活文化（マタギコミ

ュニティ、暮らしぶり）をより正確に伝えていくことは、地域経済

の活性化に大きく寄与するのみならず、地域ならではの魅力再発見

につながり、ひいては住民の自信・元気回復による地域再生が図ら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

 特別区域を拡大することにより、市の全域で「どぶろく」を提供で

きる農家民宿等の開業を促し、ブランド化を図ることで発信力の強化

と地域のにぎわいにつなげるとともに、市民にとっての自慢である

「自然」との連携による一体性を確保しながら、おもてなし体制の構

築による滞留型観光へと結びつける。また、あきた北空港を擁する優

位性を活かし、週末限定や短期間の農業生活体験等の実施により、関

東圏からの来訪者と地域住民との交流を図ることで、地場産品の需要

や付加価値を高め、地域の活性化につなげる。 

 

 

 

マタギ：クマ、カモシカなどの大型獣を捕獲する技術と組織をもち、

狩猟を主な生業としてきた人のこと。マタギ集団はリーダー（シカ

リ）による統制のもと、巻き狩りと呼ばれる集団猟法を行い毛皮な

どの行商をして生計を立て、信仰、禁忌、言葉、慣習、しきたりな

どあらゆる面で独自の文化を形成してきた。 

マタギコミュニティ：集団狩猟採集物はマタギ勘定で平等に分配さ

れ、その他採集物・生産物と合わせて各集団・家庭で加工・自家消

費されることで、マタギコミュニティ内における自給自足が維持さ

れてきた。また、自給できないものを確保するため農閑期に行商が

行われ、他地域との流通があった。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

１）交流人口の増大。情報発信（外向け） 

 本地域は、花の百名山「森吉山」を中心に日本の滝百選「安の滝」、

森吉山阿仁スキー場ゴンドラ（樹氷、春夏秋期運行）、ノロ川ブナ原

生林、環境省森吉山野生鳥獣センター等、有数の自然観光資源が存

在するにもかかわらず、観光市場では未だマイナーであることは否

めない。しかし、第１３１回直木賞受賞作「邂逅の森」（熊谷達也著）

で注目されているように、本地域特有の文化を形成している。そこ

で、近年急増する自然体験型観光（エコツーリズム・グリーンツー

リズム）の中でも「マタギ文化」、「原生自然」等本地域特有の資源

を生かした企画立案、告知宣伝活動等の観光振興を基軸とした策を

展開し、併せて広域的な観光団体や行政が連携を取り情報発信のネ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ットワークづくり（情報共有化・発信機能向上事業）を行うことに

より、広域的な観光情報網の確立と、旬の魅力ある情報提供が可能

になり、交流人口の増大を図ることができる。 

 

２）産業育成・地域経済活性化の促進（内向き） 

 旧来の通過型観光では来訪者の満足度が低いだけでなく、地元経

済効果も決して高いとはいえない。そこで、ネイチャーガイド・グ

リーンツーリズムインストラクター等地域住民によるインタープリ

テーションをとおした、「農林漁業体験（栽培文化）」や「山菜・キ

ノコ・マタギ体験（採集文化）」など滞在型観光（スローライフ）基

盤を整備することで、より高い地域経済効果を図るとともに、新た

な産業構造基盤の再構築を実現させる。 

 

３）自然共生共死システムの構築（地元主動の管理体制確立） 

 通過型、滞在型を問わず人による自然利用は時として自然の再生

力を上回ることがある。そこで、区域内の特定の利用者に負担を求

めたり、地域住民の政策立案へ参加できる仕組みを作ることで、利

用と保全を経時的、地理的に両立させ、資源の持続的利用を実現さ

せる。 

 

４）伝統維持、ネイティブジャパンのアイデンティティ再生 

 本地域は採集生活（山菜・キノコ・狩猟）と栽培生活（農林漁業）

をバランスよく行うことで、自然環境と一定の共生・共死関係を維



 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済

的社会的効果 

 本計画の実施により、農家民宿等の開業を促進するとともに、観光

基盤の整備と拡充、おもてなし体制を構築することで通過型観光から

滞留型観光への転換を図る。 

 社会的効果としては、「どぶろく」やバター餅に代表されるような

眠れる地域資源の再発見とブランド化による発信力強化で認知度の

向上を図り、併せて、都会にはない農山村の空間を利用したグリーン

ツーリズムや中山間地域の資源を活かしたアグリビジネス、宿泊型観

光プログラムを展開することで、交流人口の増加と地方に対する理解

の深まりが期待できる。 

 経済的効果としては、農家民宿等の開業による滞留時間の延長とそ

れに伴う消費の拡大が見込まれる。 

 

持してきた。近年里山農業の再認識により一部理解されつつある分

野も存在するが、採集を中心とした独自の文化はまだよく認識され

ていない。このようなネイティブアメリカン・ネイティブオースト

ラリアンに通ずる文化性の一端が高度経済成長を果たした日本に存

在することは、奇跡的なことである。この伝統文化を維持すること

は我が国のアイデンティティを保持することは、地域社会の自信を

回復するとともに、将来的に外国人旅行者の増大に寄与することが

できる。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的

社会的効果 

本計画の実施により、旧阿仁町の持つ特有のマタギ文化（山村文化） 

を中心とした、山間地域の生活文化への関わり等を再認識するととも

に、従来のマタギ文化の中の一つである自家製濁酒製造事業を行うこ

とにより、地域経済の活性化、地域ならではの魅力を再発見し、ひい

ては住民の自信・元気回復による地域再生が期待できるとともに様々

な相乗効果が促進される。 

（１） 交流人口の増加 

 従来、山村生活文化（マタギ文化）のひとつである自家製濁酒製造

などにより、新たな観光素材としての阿仁の特徴を生かした起業を展

開する事ができると共に、エコツーリズム、グリーンツーリズムのイ

ンストラクター、ネイチャーガイド育成とあわせ、質の高い都市間交

流の目玉として交流人口の増加を図ることができる。また、事業間連



項目 現 在 ２６年度目標 ２８年度目標 

自家製濁酒

製造事業件

数 

１件 ２件 ３件

観光入込客

数 

１，１７４千

人 

 １，７００千人

案内人数 ４０人／３

団体 

 １００人／６団

体

※ 観光入込客数、案内人数の現在は平成２３年度データによる。 

※ 関連事業の展開期間が平成２８年度までのため、目標年次を平成

２８年度とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携による起業化活動・雇用機会の増加が見込まれる。 

＜自家製濁酒製造事業件数の目標＞ 

項目 現在 １７年度目標 ２１年度目標 

自家製濁酒製

造事業件数 

０件 １件 ５件 

＜グリーンツーリズム事業件数の目標＞ 

項目 現在 １７年度目標 ２１年度目標 

体験受入学校

数・体験者数 

２校７０人 ４校１４０人 ８校２８０人 

インストラク

ター養成人数 

１人 ３人 ５人 

＜エコツーリズム事業件数の目標＞ 

項目 現在 １７年度目標 ２１年度目標 

エコツーリズ

ム事業件数 

１件 ２件 ３件 

ネイチャーガ

イド（インター

プリター）養成

人数 

１５人 

（観光案内人）

２５人 ３０人 

（２） 観光消費額の増加 

 旧阿仁町の特徴である山村生活文化（マタギ文化）のを魅力的に周

知することにより、滞在型観光への転換を図るとともに、山村生活を

含めた農業体験が可能になり他地域とは違った都市間交流を図る事が



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でき、高い経済効果が得られ、宿泊率・観光消費単価の増加は効率的

な経済効果をもたらし、地域の所得の増加が図られる。 

＜観光入込み数及び観光宿泊者数・体験受入学校数・体験者等の目標

＞ 

項目 現在 １７年度目標 ２１年度目標 

観光入込み数 ３５０，７３４

人 

３８０，０００

人 

４００，０００

人 

観光宿泊者数 ９，１９３人 １２，０００人 １８，０００人 

※観光入込み及び宿泊者数は平成１５年度調査数である。 

＜観光消費額の目標＞ 

項目 平成１５年

度※ 

１７年度目

標 

２１年度目

標 

観光消費単

価 

宿泊 １５，９３

４円／人 

１８，００

０円／人 

２５，００

０円／人 

日帰り ８５７円／

人 

２，０００

円／人 

５，０００

円／人 

※平成１５年ゴンドラ運行時のアンケート調査による。 

＜旧阿仁町内一人あたりの所得水準の目標＞ 

項目 平成１３年度

※ 

１７年度目標 ２１年度目標 

旧阿仁町内一

人あたりの所

得水準 

１，６４５千円 １，７２５千円 １，７３７千円 



 

 

 

 

 

 

 

 

８ 特定事業の名称 

 ７０７（７０８）特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

別紙 構造改革特別区域において実施し又は実施を促進しようとす

る特定事業の内容、実施主体及び開始の日並びに特定事業ごとの規制

の特例措置の内容 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

※平成１５年度秋田県県民経済計算年報による。 

（３）耕作放棄地の再生化 

 耕作放棄地の活用が進み農業の振興と地域の活性化と共に農山村景

観や自然環境の保全が期待される。 

項目 現在 １７年度目標 ２１年度目標 

耕作放棄地面

積 

４４ｈａ ４３ｈａ ４１ｈａ 

 

８ 特定事業の名称 

 ７０７ 特定農業者による濁酒の製造事業 

１００１ 地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草

放牧地の特定法人への貸付事業 

１００６ 農地の権利取得後の下限面積要件の特例設定基準の弾力化

による農地の利用増進事業 

 

９ 構造改革特別地域において実施し又はその実施を促進しようとす

る特定事業に関するそ 

の他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認め

る事項 

（１）特定事業に関する事業 

○グリーンツーリズム推進事業 

近年山村農村と都市部を有機的に結びつける交流形態として、エコツ

ーリズムやグリ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーンツーリズムが注目されている中で、本地域の雄大な自然資源、さ

らに特徴ある山村 

生活文化（マタギ文化）に根ざした優れた伝統文化を資源として、そ

こに住む地域住民 

が中心となり、里山における農林漁業体験からさらに一歩踏み込んだ

山村文化体験（採 

集体験）や狩猟文化の紹介を通じて、山間地域の生活文化を学んでい

ただくようなより 

質の高い旅行プログラムの提供を行えるよう、都市農村交流推進体制

を構築し、推進方 

策の検証や実践を関係機関、団体、地域住民と一体となり事業を展開

する。 

○インタープリタースキルアップ事業 

自然への負担を最小限にとどめ、かつ自然を発見・体験する「インタ

ープリテーショ 

ンプログラムツアー（自然ガイドツアー）」が新たな旅行スタイルと

して注目されてい 

る中、地元の観光ガイド経験者を対象に、自然ガイドに対する理解を

深め、ガイド、県、 

市、関係団体等と連携し事業を展開する。 

○自然環境学習センター（クマサンクチュアリ建設事業） 

ツキノワグマが生息し、日本に唯一のこるマタギ文化を育んだ当地域

の貴重な原生自 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然を体験できる学習型観光拠点（ツキノワグマが山中で生活している

状況を再現できる 

施設）とし、地域と交流を深めながら自然保護の啓発活動を展開する。 

○スキー場施設目的外利用事業 

当地域にある阿仁スキー場のゴンドラ施設をスキー客以外にも開放す

る事で、既存施 

設の有効利用を図るため平成13 年度より試験運行（6 月、8 月、10 月）

を行ってきてお 

り、本年度より本格運行している。今後、オールシーズンの期間限定

運行を進め、レジ 

ャーや自然体験の多様性を演出して、自然環境と観光施設の魅力向上

を地域住民、関係 

団体と連携しながら推進する。 

○森吉山観光保全管理基金事業 

自然資源の保全や適正利用を図るため、阿仁スキー場ゴンドラ利用者

（冬季以外）か 

ら寄付金を募り、ゴンドラ運行時のパトロールや歩道整備、避難小屋

し尿汲み降ろしな 

ど、観光資源としての持続的利用を図ると共に、登山者の自然愛護思

想の啓発活動を行 

う。また、将来的に公園管理財団の育成、移行を行う。 

○情報共有化・発信機能向上事業 

現在の観光情報は各市町村単位で行われておるのが現状で、当地域を



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

含め周辺地域に 

おける自然資源、観光施設、文化等の魅力が観光客へ発信しきれてい

ない状況である。 

今後、点での誘客ではなく、面での誘客を図るためにも周辺市町村が

連携し、情報発信 

組織の確立と情報の共有化を図り、周辺市町村、民間、関係団体等連

携を強化しながら、 

広域情報網の整備を推進する。 

○２次アクセス改善事業 

観光地点の交通アクセス整備を進め、旅行者の利便性を強化・充実し、

誘客を図りや 

すくする。ＪＲ東日本、秋田内陸縦貫鉄道株式会社と連携しながら、

首都圏・仙台圏等 

都市部からの誘客を促進する。 

○阿仁川水産資源利用適正化事業（キャッチ＆リリース設定事業） 

当地域の河川とそこに生息する魚介類保全・保護するためキャッチ＆

リリース区間を 

設定し、河川の利用規制をおこなう。現在、試験的に事業を行ってい

るが、今後事業を 

継続し、啓蒙及び圏域全体への展開を進める。また、川魚の貴重な生

態系保全と水産資 

源の持続的利用、渓流の自然景観ＰＲを目的に行い、併せて地域の水

産自然のブランド 



 

 

 

 

 

 

 

（別紙） 

１ 特定事業の名称 

 ７０７（７０８）特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 構造改革特別区域（以下「特区」という。）内において、酒類を自

己の営業場において飲用に供する業（農家民宿等）を営む農業者で、

米（自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定める

ものに限る）を原料として特定酒類（その他の醸造酒（以下「どぶろ

く」という。））を製造しようとする者。 

 

（略） 

 

４ 特定事業の内容 

（１） 事業に関与する主体 

 上記２に記載の者で、酒類製造免許を受けた者 

化を町、関係団体と連携を取りながら推進していく。 

（２）全国的に行われる規制緩和の活用 

○宿泊施設がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸送について 

宿泊施設が、当該宿泊施設における宿泊サービスの一環として行われ

る送迎のための 

輸送に関する緩和措置。 

 

（別紙） 

１ 特定事業の名称 

 ７０７ 特定農業者による濁酒の製造事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 構造改革特別区域内において、酒類を自己の営業場において飲用に

供する業（旅館、民宿、料理飲食店など）を併せて営む農業者で、自

ら生産した米を原料として濁酒を製造しようとする者 

 

 

 

（略） 

 

４ 特定事業の内容 

 山間生活（マタギ文化）に根ざしていた独特の文化を復活させ、滞

在型観光（スローライフ）への転換、さらには都市と農山村の共生・



 

（２） 事業が行われる区域 

 北秋田市の全域 

 

（３） 事業の実施期間 

 上記２に記載の者が、酒類製造免許を受けた日以降 

 

（４） 事業により実現される行為や整備される施設 

 上記２に記載の者が、「どぶろく」の提供を通じて地域の活性化を

図るために「どぶろく」を製造する。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

 当該規制の特例措置により、特区内において、農家民宿等を営む農

業者が、米（自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令

で定めるものに限る）を原料とした「どぶろく」を製造する場合には、

製造免許に係る最低製造数量基準が適用されず、酒類製造免許を受け

ることが可能となる。 

 この「どぶろく」を地域とともにブランド化し、発信力を強化する

ことで認知度の向上が図られ、交流人口の増加が期待されるほか、お

もてなし体制の構築や地域資源の更なる活用によりリピーターの確

保につなげることで、地方に対する理解が深まり、また、住民の地域

への愛着も深まり、自信と誇りにもつながる。 

滞留型観光への転換、グリーンツーリズムや宿泊型観光プログラム

対流を活性化するため、特区内（旧阿仁町全域）で旅館、民宿、料理

飲食店、農家レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供

する業を併せ営む農業者が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造

場において自ら生産した米を原料として濁酒（いわゆる「どぶろく」）

を製造し、販売・提供する。 

 この場合において本事業の実施主体として定められた特定農業者

が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において濁酒を製造す

るため、濁酒の製造免許を申請した場合には、酒税法第７条２項（最

低製造数量基準（年間６ｋｌ））の規定は、適用しない。 

 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

 都市と農山村の共生・対流が展開されている中で、本地域の豊かな

自然や食文化・伝統文化など農業・農山村の生活空間に対する都市住

民の期待に応えるため、農業・農山村が持つ資源を有効に活用するこ

とが求められている。 

 そこで、当該規制の特例措置による、旅館、民宿、料理飲食店等を

併せ営む農業者が、自ら生産した米を原料として濁酒を製造する事業

を活用することにより、従来のマタギ文化を再認識することができる。

さらには地域経済の活性化、農業・農山村の魅力化が図られ、様々な

相乗効果と展開が可能となる。また、本地域の特徴的な山間生活文化

体験と併せた既存のグリーンツーリズムで他地域との差別化を図るこ

とにより、滞在型の都市住民の受け入れ、滞在型観光客の誘客を図る



を展開する上で、「どぶろく」製造事業者の開業は大きな追い風とな

り、地域の活性化に取り組む上で、当該特例措置の適用は必要である。

なお、当該特定事業により酒類の製造免許を受けた者は、酒税納税

義務者として必要な申告、納税及び製造、移出等に関する記帳義務が

生ずる。 

 市は、無免許製造を防止するために制度内容の広報周知を行うとと

もに、酒税法の規定に違反しないよう指導及び支援を行うこととす

る。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ためにも、当該特例措置の適用が必要である。 

 なお、当該特定事業により濁酒の製造免許を受けた者は、酒税法の

規定に基づき、酒税額等の申告、納税及び酒類の製造、移出等に関す

る記帳等を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

（別紙） 

１ 特定事業の名称 

 １００１ 地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採

草放牧地の特定法人への貸付事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 ・貸付の主体 北秋田市 

 ・借受の主体 本特別区域内において農業を行おうとする農業生産

法人以外の法人 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 本構造改革特別区域計画の認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北秋田市が所有者から借地した農地を特定事業の実施により耕作を

行う法人に貸与する。なお、北秋田市は、特定事業の実施により耕作

を行う法人と協定を結び、事業の円滑な実施を確保することとする。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

 旧阿仁町は、平成１２年の国勢調査において、人口４，４４３人に

対し６５歳以上の人口が１，６６９人と構成比３７．６％は秋田県の

２３．５％を大きく上回る高齢化率県内一となっている地域である。

（図表１）それに伴い、６５歳以上の農業人口割合も平成２年度では

１９．９％であったものが、平成１２年度には３７．４％と１４０％

もの伸び率をなっており（図表２）、農業人口の高齢化と担い手農業者

不足が深刻な問題となることが予想される。また、耕作放棄地につい

てもの平成７年度には２８ｈａであったものが、平成１２年度には４

４ｈａと増加が進んでおり（図表３）、農山村景観の阻害や自然環境へ

の影響も懸念される。今後、県・市・農業協働組合が連携し、地域と

の調和や適性かつ効率的な農地の利用を確保し、農山村の景観を維持

するために、農業生産法人以外の法人の農業経営を可能とする農地法

の特例措置を講じる必要があると判断し、耕作放棄地の拡大防止を図

ると共に、農業者の雇用の場を確保し、地域の農業振興と地域活性化

につなげるため特定事業を導入する事とする。 

 また、グリーンツーリズムの推進拠点施設などで、旅行者が農作業

を体験ができる農地を用意する事で、当市の観光の魅力を更に向上さ

せるためにも、当該規制の特例措置が必要である。 



 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 尚、参入する法人の要件として、当該法人には、農業担当役員が１

名以上おり、年間１５０日以上農業に従事すること。また、当該法人

と市との間で協定を締結し、農業に必要となる土地は、市が農地所有

者から借り受け、法人に貸し付ける方法によることとする。 

 

（別紙） 

１ 特定事業の名称 

 １００６ 農地の権利取得後の下限面積要件の特例設定基準の弾力

化による農地の利用推進事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 構造改革特別区域内の農地等の権利を取得し、旧阿仁町内に新規就

農しようとする者 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 本構造改革特別区域計画の認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 

 農地に関する権利の取得に際する下限面積要件を弾力化し、新規就

農者等の受け入れを促進することにより、農地の保全、有効利用を図

ることが必要な本地域において、農地の権利取得後に権利を有する農

地の合計面積に係る下限面積要件を現状の５０アールから１０アール

以上に設定する。 



 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（１） 規制の特例措置の必要性 

  旧阿仁町の農業・農村では、小規模農家の離農による農家人口の

減少、農業従事者の生産意欲の減退や高齢化の進行から遊休農地が増

加し、農業・農村の活力が低下している現状の中で、今後、担い手不

足が深刻化し、新たな遊休農地を生み出す可能性が高くなっている。 

 このため、旧阿仁町の全域において農地の権利取得後の下限面積要

件を現状の５０アールから１０アール以上に緩和することにより、農

業に参入しやすい環境が整えられ、新しい農業者と地域農業者による

担い手を確保し、体験型農業の都市と農村交流など幅広い事業展開が

期待できる。また、小規模で保全管理しやすい農地となることにより、

遊休農地の解消や農業生産活動を活性化することで農家所得の向上、

さらには、環境保全、水源涵養、田園風景や景観維持などの風土形成

等、農地保全による農業・農村の多面的機能の再生が可能となり、活

力のある地域づくりが図られることから特例措置の適用は不可欠であ

る。 

 

（２） 遊休農地及び効率的利用を図る必要がある農地が相当程度あ 

ると判断した根拠 

①  平成１２年世界農林業センサス農家調査の耕作放棄地の動

向（図表３）によると、平成１２年の耕作放棄地面積は、４４

ｈａとなっている。これは、平成７年センサス調査時の２８ｈ



ａに比べ、伸び率にすると１５７％の伸びであり、耕作放棄率

では５．６％と急激に増えている。また、６５歳以上の農業人

口割合も平成２年度では１９．９％であったものが、平成１２

年度には３７．４％と１４０％もの伸び率となっており（図表

２）、農業人口の高齢化と担い手不足が深刻な問題となること

が予想される。 

 

②  本地域は、「阿仁合地区」「大阿仁地区」の２地区からなって

おり、水田を主体とした複合経営が中心の土地利用がなされて

いる。平成１６年度地区別の低利用水田の状況調べ（図表４）

によると、２地区全てにおいて効率的土地利用がされていない

遊休農地化しそうな調整水田や自己保全管理水田が、水田本地

面積に対して３％～６％、地域全体水田本地面積２２７ヘクタ

ールに対し、１１．８ヘクタールの低利用水田があることが分

る。以上のことから、遊休農地及び効率的利用を図る必要があ

る農地が相当程度あると判断したものである。 

 

（３） 現状の下限面積と計画で定めた下限面積の根拠 

①  遊休農地は本地域に広く分布し、その多くは１０アール規模

の水田であり、また、調整水田や自己保全管理水田など、今後

遊休農地化のおそれのある１０アール未満の低利用水田が各

地区に広く点在していることから、低利用水田を１０アール区

画から斡旋することにより、低利用水田の解消に努め、農地の



生産性を上げていくものである。 

②  本地域の営農類型にある畜産、野菜、花き等は、作目によっ

ては１０アールからの農地であっても所得の確保はできるこ

とから、１０アールから農業経営を始め、より柔軟に小規模で

の農業経営を可能とし、個々の農業者に合った農業生産基盤を

つくりながら、次の規模拡大へ結び付けていくものである。 

③  １０アールから農地を取得し新規就農する場合、現状の５０

アール以上に比べ、機械や施設整備、土地取得など多額の就農

資金を要することがないことから、過剰な借入や投資を防ぎ、

無理のない償還計画が立てられるなど、就農し易い環境がつく

られる。以上のことから、新規就農者の多様な参画により農地

の保全や農地の有効利用を図ることが必要な旧阿仁町の全域

において、農地の権利取得後の下限面積要件の現状は５０アー

ルであるが、計画で新に設定する下限面積を１０アール以上と

するものである。 

 

（４） 農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を及ぼすおそ 

れがないとする根拠 

① 農業者の営農及び農地利用の概況は、稲作を基幹とし、畜産、

野菜、花き等を組み合わせた複合経営が主体の営農であり、近

年、生産調整面積の拡大に伴い、転作田を利用した麦、大豆、

そばなどの土地利用型作物を振興してきた。しかし、一方では、

１０アール規模の調整水田や自己保全管理水田の低利用水田



の活用が、地域ぐるみ農業の課題となっており、農地の効率的

利用を大きく阻害している。米の消費が落ち込んでいる状況か

ら、水稲の作付面積が抑制されることも予想され、今後、大規

模経営農家が農地取得により規模拡大を大きく進めることは

厳しい状況にある。 

②  農業者の今後の営農及び農地利用の意向は、平成１２年世界

農林業センサス農家調査の年齢別農業就業人口の推移（図表

２）によると、平成２年の農業就業人口１，４０３人であった

ものが、平成１２年には１，０５１人であり、平成２年に比較

して７５％と年々減少している。一方、６５才以上の老年人口

は、年々増加傾向にあり、平成２年に比較し平成１２年の伸び

率は１４０％台となっている。（図表２）また、平成１２年の

農業就業人口に占める老年人口の割合は３７．４％と著しく高

く、農業従事者の高齢化や後継者不足がさらに進み、今後の営

農に大きく影響してくるものと予想されており、地域的に意欲

的な農地利用の意向は見込めない状況にある。 

③  営農及び農地利用の将来見通しとしては、本地域の農用地は

概ね基盤整備が完了したものの１０ａ規模の圃場が比較的多

い、今後とも維持保全に努めるとともに、水田については、汎

用化を進め高度利用を促進していかなければならない。しか

し、全国一の高齢化率（図表２）や耕作放棄地の増加（図表３）

からも予想されるように、遊休農地の解消と担い手対策が本地

域の農業政策の重要施策であり、将来に向けてその取り組みを 



進めていかなければならない。 

④  １０アールからの小規模農業経営の新規就農者の増加が、農

地利用の面で問題を生ずるおそれがないように、就農相談の総

括窓口は市農林課に置き、農地の斡旋を行う。さらに、あきた

北央農業協同組合、農業改良普及センター、市農業経営改善支

援センターの協力を得ながら支援体制の充実を図る。また、就

農相談者が現地に出向き十分に状況を把握し、相談者の意志の

確認、技術力や資金力の判断、10 アールからでも所得確保に

結びつく作目の選定等、就農してから確実に実行できる計画か

を確認しながらアドバイスをおこなっていく。 

就農しようとする集落においては、関係機関や団体の協力

のもとに農村振興会や地域担い手と集団的農地の利用や農作

業の共同化等の話し合いを持ち、地域の担い手として明確化

し地域の労働力として確保する。 

本地域において農業従事者の高齢化が進行し、後継者不足

と営農意欲の減退により、遊休農地を生み出す可能性がさら

に高くなると予想される状況において、１０アールからの意

欲ある新規就農者を柔軟に受入れ、小規模圃場での高所得、

高付加価値農業経営を可能とし、水田の汎用化を促進し、地

域の労働力を確保する。また、小規模農業経営の新規就農者

の増加が、農地利用の面で問題を生ずるおそれがないように

就農者受入体制を整えることにより、集団的な農地の利用や

農作業の共同化に支障を及ぼすおそれはないものと判断する



ものである。 

 

（５） 将来的に１００６の特例により許可を受ける者の見込人数 

平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２１年 

１人 ２人 ３人 ５人 

図表１ 旧阿仁町の人口と人口構造の推移    （単位：人、％） 

項 目 平成２年 平成７年 平成１２

年 

伸び率

（ｂ）／

（ａ） 

総人口 ５，１１２ ４，８５５ ４，４４３ ８６

２０歳未

満 

９４２

（１８．

４）

８１３

（１６．

７）

６３２

（１４．

２）

６７

（△４．

２）

６５歳以

上 

１，２５

３

（２４．

５）

１，５２１

（３１．

３）

１，６６９

（３７．

６）

１３３

（１３．

１）

資料：国勢調査 

 

図表２ 旧阿仁町の農業戸数と農業就業人口構造の推移（単位：ｈ

ａ、％） 

項 目 平成２年

度（ａ）

平成７年

度 

平成１２

年（ｂ）

伸び率（ｂ）

／（ａ） 



農家戸数 ５４７ ４９３ ４３５ ７９ 

農業就業人口 １，４０３ １，２４１ １，０５１ ７５ 

１６歳～２

９歳 
９６ ６２ ５８ ６０ 

（割合） ６．８ ４．９ ５．６ １．２減 

３０歳～５

９歳 
８１２ ６２６ ４６６ ５７ 

（割合） ５７．９ ５０．５ ４４．３ １３．６減 

６０歳～６

４歳 
２１５ １７２ １３４ ６２ 

（割合） １５．４ １３．９ １２．７ ２．７減 

６５歳以上 ２８０ ３８１ ３９３ １４０ 

（割合） １９．９ ３０．７ ３７．４ １８．４増 

資料：農林業センサス 

図表３ 旧阿仁町の経営耕地面積と耕作放棄地の面積の推移（単位：

ｈａ、％） 

項 目 平成７年度

（ａ） 

平成１２年度

（ｂ） 

伸び率（ｂ）／

（ａ） 

耕作放棄のあ

る農家数 
１０３ １６０ １５５ 

経営耕地面積 ４００ ３４８ ８７ 

耕作放棄地 ２８ ４４ １５７ 

耕作放棄率 ７ １２．６ ５．６ 



 

資料：農林業センサス 

 

図表４ 平成１６年度（旧阿仁町）地区別の低利用水田の状況調べ（単

位：ｈａ） 

地区名 調整水田面

積 

自己保全管

理水田面積

合計面積 水田本地面

積 

大阿仁地区 
０．５

（０．４％）

７

（５．８％）

７．５

（６．３％）

１２０ 

（１００．

０％） 

阿仁地区 
０．２

（０．２％）

４

（３．７％）

４．２

（３．９％）

１０７ 

（１００．

０％） 

計 
０．７

（０．３％）

１１

（４．７％）

１１．８

（５．２％）

２２７ 

（１００．

０％） 

（ ）は、水田本地面積に対する割合 




